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令和 3 年小千谷市教育委員会第６回定例会 会議録 
 

１．開会・閉会日時 

令和３年６月１５日（火）午後２時００分 

２．場所 

市役所本庁４０３会議室 

３．出席構成員 

  教 育 長：松井周之輔  

委  員：鈴木進五 新谷梨恵子 和田正樹 田中みゆき 

関係職員：学校教育課 長谷川課長 久須美課長補佐 佐藤参事 岩田参事 篠田学事係長 

佐藤庶務係長 

生涯学習課 井口課長 近藤課長補佐 佐藤室長 島峰管理係長 大渕社会教育係長 

 

４．議題 

日程１ 令和３年 第５回定例会議事録の承認について 

      承認 

 

 日程２ 議案第１８号 小千谷市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

      原案了承 

 

日程３ 報告 ・月例事務報告兼教育委員会･教育長の予定について 

月例事務報告兼教育委員会･教育長の予定について日程を確認。 

 

日程４ 協議 ・次回の定例教育委員会開催日について 

次回、令和３年第７回定例会は７月２１日（水）午後４時００分から健康・子ど

もプラザ会議室にて開催することで決定。 

 

午後２時０６分閉会 

 

（以下、非公開） 

日程５ 議案第１９号 臨時代理について（附属機関の委員の人事について） 

 

午後２時０８分閉会 

 

引続き、令和３年小千谷市教育委員会第６回協議会 開催 

午後２時５３分閉会 
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令和３年 小千谷市教育委員会第６回定例会議事録 

 

開会・閉会日時 令和３年６月１５日（火）午後２時００分～午後２時０６分 

場 所 市役所本庁４０３会議室 

出 席 構 成 員 松井周之輔 鈴木進五 新谷梨恵子 和田正樹 田中みゆき 

欠 席 構 成 員  

関 係 職 員 

学校教育課 長谷川課長 久須美課長補佐 佐藤参事 岩田参事  

篠田学事係長 佐藤庶務係長 

生涯学習課 井口課長 近藤課長補佐 佐藤室長 島峰管理係長  

大渕社会教育係長  

議事録作成者 学校教育課 佐藤庶務係長 

 

議    題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程１ 

 

日程２ 

 

 

日程３ 

 

日程４ 

（公開） 

 

 

議案第１８号 

 

 

報    告 

 

協 議 

 

令和３年第５回定例会議事録の承認について 

 

小千谷市文化財保護条例施行規則の一部を改正す

る規則の制定について 

 

月例事務報告兼教育委員会･教育長の予定について 

 

次回の定例教育委員会開催日について 

傍 聴 者  ０名 
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発 言 者 内            容 

 

松井教育長 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

松井教育長 

 

松井教育長 

 

 

井口課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和田委員 

 

井口課長 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

 

これより小千谷市教育委員会第６回定例会を開催します。 

ただいま出席者数５名で定足数に達しています。本定例会に提案された会議

の案件並びに本日の議事日程は、ご案内のとおりです。 

 

日程１ 令和３年第５回定例会議事録の承認について を上程します。事務

局から何か修正等ありましたらお願いします。 

 

（事務局なし） 

 

委員の皆さんから何か修正等ありますでしょうか。 

 

（全委員 なし） 

 

それでは、議事録を承認することでよろしいでしょうか。 

 

（全委員 異議なし） 

 

それでは、第５回定例会の議事録を承認することとします。 

 

次に、日程２ 議案第１８号 小千谷市文化財保護条例施行規則の一部を改正

する規則の制定について を上程します。事務局より説明をお願いします。 

 

この規則は、市の文化財指定や解除、保存建造物の登録や抹消に関する手続

や様式を定めたものです。改正内容は、行政手続における押印の見直し及び文

言の整理を行うものです。押印に廃止については、３月の定例教育委員会で、

いくつか規則等の改正について議案を上程いたしましたが、この規則も同様に

国の押印の見直し方針に従い、可能な限り押印を廃止することとするものです。 

 議案第１８号別紙をご覧ください。第７条中及び第１３条中の改正は、今回

の押印廃止に伴う改正に合わせて、字句の修正等文言を整理するものです。様

式の改正については、規定する全１７様式のうち、教育委員会が発する市文化

財の指定書及び保存建造物登録書の２様式以外で、申請や届出など、文化財所

有者から提出してもらう１５様式について押印を廃止するというものです。 

 附則は、改正規則の施行期日で、公布の日からとするものです。 

 

大きな修正ではないにしても改正の趣旨を説明していただきたいです。 

 

 今までひらがなで「き損」となっていましたが、法制執務上のルールでは、

漢字の「毀損」を使うことになっているため、他の改正と併せ直したいもので

す。また、「同項」も同様に書き方のルールにより修正したいものです。 

 

ほかに委員の皆さんから何か質問やご意見などありますでしょうか。 

 

（全委員 なし） 

 

それでは、議案第１８号につきましてご承認いただけますでしょうか。 

 

（全委員 異議なし） 
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松井教育長 

 

 

 

 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

 

 

松井教育長 

 

 

それでは、議案第１８号につきましてご承認いただきました。 

 

次に、日程３ 報告に移ります。月例事務報告兼教育委員会・教育長の予定

について を上程します。本日配付の資料をご確認ください。 

事務局より修正や追加説明があればお願いします。 

 

（事務局なし） 

 

ほかに、委員の皆様から何かご報告などございましたらお願いいたします。 

 

（全委員 なし） 

 

次に、日程４ 協議に移ります。次回の定例教育委員会開催日につきまして

上程します。事務局より７月２１日（水）午後４時から、健康・こどもプラザ

で開催する案となっています。委員の皆さんはいかがでしょうか。 

 

（各委員日程確認） 

 

それでは、次回第７回定例会は、７月２１日（水）午後４時から、健康・こ

どもプラザで開催することとします。 

 

以上で公開案件は全て終了しました。 

 

 

上記委員会の次第を記載し、その相違ないことを証明するため、ここに署名する。 

 

令和３年７月２１日   

                  小千谷市教育委員会 

 

                     教育長  

 

 


